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チーム医療の推進について（抄） 

（平成 22年 3月 19 日チーム医療の推進に関する検討会 報告書） 

２．看護師の役割の拡大  

（１）基本方針  

○ 看護師については、あらゆる医療現場において、診察・治療等に関連する業務から患者

の療養生活の支援に至るまで幅広い業務を担い得ることから、いわば「チーム医療のキー

パーソン」として患者や医師その他の医療スタッフから寄せられる期待は大きい。 

○ 一方で、近年、看護教育の実態は大きく変化しており、大学における看護師養成が急増

するなど教育水準が全体的に高まるとともに、水準の高い看護ケアを提供し得る看護師

（（社）日本看護協会が認定を実施している専門看護師・認定看護師等）の増加、看護系大

学院の整備の拡大等により、一定の分野に関する専門的な能力を備えた看護師が急速に育

成されつつある。 

○ このような状況を踏まえ、チーム医療の推進に資するよう看護師の役割を拡大するため

には、他の医療スタッフと十分な連携を図るなど、安全性の確保に十分留意しつつ、一人

一人の看護師の能力・経験の差や行為の難易度等に応じ、 

① 看護師が自律的に判断できる機会を拡大するとともに、 

② 看護師が実施し得る行為の範囲を拡大する 

との方針により、その能力を最大限に発揮できるような環境を用意する必要がある。 

（２）「包括的指示」の積極的な活用  

○ 保健師助産師看護師法（以下「保助看法」という。）第 37 条に規定する医師から看護師

への「指示」については、看護師が患者の状態に応じて柔軟に対応できるよう、患者の病

態の変化を予測し、その範囲内で看護師が実施すべき行為を一括して指示すること（包括

的指示）も可能であると解されているが、「包括的指示」が成立するための具体的な要件は

これまで明確にされていない。 

○ 今後、看護師が自律的に判断できる機会を拡大するためには、看護師の能力等に応じ、

医師の「包括的指示」を積極的に活用することが不可欠であることから、この際、「包括的

指示」が十全に成立するための要件を、例えば以下のように明確化すべきである。 

① 対応可能な患者の範囲が明確にされていること 

② 対応可能な病態の変化の範囲が明確にされていること 

③ 指示を受ける看護師が理解し得る程度の指示内容（判断の規準、処置・検査・薬剤の

使用の内容等）が示されていること 

④ 対応可能な病態の変化の範囲を逸脱した場合に、早急に医師に連絡を取り、その指示

が受けられる体制が整えられていること 
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○ また、「包括的指示」の実施に当たっては、医師と看護師との間で指示内容の認識に齟齬

が生じないよう、原則として、指示内容が標準的プロトコール（具体的な処置・検査・薬

剤の使用等及びその判断に関する規準を整理した文書）、クリティカルパス（処置・検査・

薬剤の使用等を含めた詳細な診療計画）等の文書で示されていることが望ましい。さらに、

「包括的指示」による処置等が適切に実行されたかどうか事後的に検証できるよう、その

指示に基づく処置等の内容を記録・管理しておくことが重要である。 

（３）看護師の実施可能な行為の拡大・明確化  

○ 保助看法第 37 条により、看護師は、医師の指示がある場合には、自らの業務（保助看

法第 5 条の「診療の補助」）として医行為を行うことができることとされている。しかし、

実施に当たり高度な医学的判断や技術を要する医行為については、本来医師が自ら行うべ

きものであり、「診療の補助」の範囲を超えていることから、たとえ医師の指示があったと

しても看護師には行い得ないものと解されている。 

○ 個々の医行為が「診療の補助」の範囲に含まれるか否かについては、当該行為の難易度、

看護教育の程度、医療用機材の開発の程度等を総合的に勘案し、社会通念に照らして判断

されるものであり、従来、厚生労働省は、折々の状況に応じ「診療の補助」の範囲に関す

る見解を明らかにしてきた。最近では、平成 14 年に静脈注射、平成 19 年に薬剤の投与

量の調節等が「診療の補助」の範囲に含まれることを示している。 

○ もっとも、これら以外の医行為についても「診療の補助」の範囲に含まれているかどう

かがなお不明確なものが多く、その結果、医療現場に混乱を招いているとの指摘がある。

また、医療技術の進歩や看護教育の水準の全体的な向上を受けて、看護師が能力を最大限

に発揮し得るよう、実施可能な行為の範囲をさらに拡大することが期待されている。 

○ このため、看護師が｢診療の補助｣として安全に実施することができる行為の範囲を拡大

する方向で明確化することが適当であり、その具体化に必要な看護業務に関する実態調査

や試行等を早急に実施すべきである。 

（４）行為拡大のための新たな枠組みの構築  

○ 上記のように、まずは看護師により実施可能な行為の範囲を拡大・明確化する方向で取

り組むことが求められているが、さらに、近年、一定の医学的教育・実務経験を前提に専

門的な臨床実践能力を有する看護師の養成が急速に進みつつあり、その能力を医療現場で

最大限に発揮させることが期待されている。 

○ こうした期待に応え、医療の安全と患者の安心を十分に確保しつつ、看護師の専門性を

活かして医療サービスの質や患者の QOL をより一層向上させるためには、看護師により

実施することが可能な行為を拡大することと併せて、一定の医学的教育・実務経験を前提

に専門的な臨床実践能力を有する看護師（以下「特定看護師」（仮称）という。）が、従来、

一般的には「診療の補助」に含まれないものと理解されてきた一定の医行為（以下「特定

の医行為」という。「別紙」参照）を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組みを構築す
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る必要がある。 

○ この枠組みの構築に当たっては、特に、「特定の医行為」の範囲や特定看護師（仮称）の

要件をどう定めるかが重要となるが、これらの点については、医療現場や養成現場の関係

者等の協力を得て専門的・実証的な調査・検討を行った上で決定する必要がある。また、

特定看護師（仮称）の養成の状況が不明確な中では、現場の混乱をできるだけ少なくして

いくような配慮も必要である。 

○ したがって、当面、現行の保助看法の下において、医療安全の確保に十分留意しながら、

特定看護師（仮称）が特定の医行為を実施することを原則とする内容の試行を行うことが

適当である。また、この試行の中で、特定看護師（仮称）以外の看護師によっても安全に

実施し得ると判断される行為があるかどうかも合わせて検証することが望ましい。その上

で、試行の結果を速やかに検証し、医療安全の確保の観点から法制化を視野に入れた具体

的な措置を講じるべきである。 

○ また、医師の指示を受けずに診療行為を行う「ナースプラクティショナー」（ＮＰ）につ

いては、医師の指示を受けて「診療の補助」行為を行う看護師・特定看護師（仮称）とは

異なる性格を有しており、その導入の必要性を含め基本的な論点について慎重な検討が必

要である。さらに、いわゆる「フィジシャン・アシスタント」（PA）については、看護師

等の業務拡大の動向等を踏まえつつ、外科医を巡る様々な課題（外科医の業務負担、処遇、

専門医養成システム等）の一環として、引き続き検討することが望まれる。 

○ なお、一部の委員から、「特定の医行為は特定看護師（仮称）しか実施できないとした

場合には、医療現場が混乱するおそれがある」として、特定看護師（仮称）の導入につい

て強い懸念が表明された。 

（５）専門的な臨床実践能力の確認  

○ 特定看護師（仮称）には、その業務の性格に照らし、看護師としての豊富な実務経験と

ともに、さらに基礎医学・臨床医学・薬理学等の履修や特定の医行為に関する十分な実習・

研修が求められる。また、全国的な通用性を確保するためには、実務経験や教育・研修の

結果修得した知識・判断力・技術について、公正・中立的な第三者機関による確認も必要

である。 

○ 以上から、特定看護師（仮称）の要件としては、基本的には、①看護師として一定の実

務経験を有し、②特定看護師（仮称）の養成を目的とするものとして第三者機関が認定し

た大学院修士課程を修了し、③第三者機関による知識・能力・技術の確認・評価を受ける

こと、が適当であるが、その詳細については、以下の点にも留意しながら、医療現場や類

似の看護師の養成に取り組む大学院修士課程の関係者等の協力を得て専門的・実証的な検

討を行った上で決定する必要がある。 

(ｱ) 実務経験の程度や実施し得る特定の医行為の範囲に応じて②の修士課程修了の代わ

りに比較的短期間の研修等を要件とするなど、弾力的な取扱いとするよう配慮する必要

があること。 
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(ｲ) 一定期間ごと（例えば５年ごと）に能力を確認・評価する仕組み（更新制）や、業務

の実施に必要とされる専門性に応じて一定の分野ごとに能力を確認・評価する仕組みを

設けるなど、専門的な臨床実践能力を十分に確保できるよう配慮する必要があること。 

(ｳ) 特定看護師（仮称）の養成課程については、質・量ともに充実した臨床実習（医師等

の実務家教員や実習病院の確保等）が可能となるよう配慮する必要があること。 

○ なお、現在、多くの看護系大学院修士課程において、専門看護師の養成が行われている

が、特定看護師（仮称）の新たな枠組みの構築を踏まえ、専門看護師の業務や養成の在り

方についても、必要に応じ関係者による見直しが行われることが期待される。 


